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介護保険料の激変緩和措置を継続

高齢者福祉課介護保険係 �0824-73-1167
所得段階 対 象 者

平成16・17年の税制改正の影響を
受けて所得段階が上昇された方

本来の保険料 激変緩和措置
平成20年度 平成20年度

第１段階
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全
員が市民税非課税の方

1,703円 1,703円

第２段階
・世帯全員が市民税非課税で本
人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の方

1,703円 1,703円

第３段階 ・世帯全員が市民税非課税で第
２段階に該当しない方 2,554円 2,554円

第４段階 ・本人が市民税非課税で､ 世帯
に課税者がいる方

第１段階から第４段階に上昇された方 3,405円 2,826円
第２段階から第４段階に上昇された方 3,405円 2,826円
第３段階から第４段階に上昇された方 3,405円 3,099円
税制改正の影響を受けない第４段階の方 3,405円 3,405円

第５段階 ・本人が市民税課税で前年の合
計所得金額が200万円未満の方

第１段階から第５段階に上昇された方 4,256円 3,405円
第２段階から第５段階に上昇された方 4,256円 3,405円
第３段階から第５段階に上昇された方 4,256円 3,677円
第４段階から第５段階に上昇された方 4,256円 3,950円
税制改正の影響を受けない第５段階の方 4,256円 4,256円

第６段階 ・本人が市民税課税で前年の合
計所得金額が200万円以上の方 5,107円 5,107円
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平成16・17年の税制改正により､ 公的年金等
控除額の引き下げ､ および65歳以上の高齢者の
市民税非課税措置が廃止されたため､ 収入が変
わらなくても介護保険料が上昇するケースが発
生しました｡
そのため､ 税制改正の影響を受けた高齢者に
対して､ 平成18・19年度の２年間は本来の保険

料よりも低い保険料とする激変緩和措置を実施
しました｡
平成20年度は本来の保険料に戻る予定でした
が､ 国の政令改正に伴い税制改正の影響を受け
た高齢者に対しては､ 平成19年度の保険料水準
と同額とする激変緩和措置を継続することが可
能となったため､ 市はこの措置を継続します｡

(月額) (月額)


